
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④ページ   「申」は申し込み先、「問」は問い合わせ先の略です。 
笠間市ホームページモバイル版アドレス  

http://www.city.kasama.lg.jp/mobile/      ⑦ページ 

           ⑥市有地を一般競争入札で売却します            

 入札の案内および入札参加申込書は、管財課で配布します。 

物件の土地調書の閲覧および入札参加申込みは、1 月 26 日（水）までとします。 

物件の詳細については、管財課までお問い合わせください。 
 

№ 所   在   地 地目 地積㎡(坪) 公売最低価格 

1 笠間市下市毛 55 番 4 宅地 
2,297.52 

（694.99 坪） 

21,700,000 円 

（9,444 円/㎡） 

2 笠間市下市毛 55 番 30 宅地 
826.72 

（250.08 坪） 

8,680,000 円 

（10,499 円/㎡） 

3 笠間市下市毛 217 番 5 宅地 
967.05 

（292.53 坪） 

18,900,000 円 

（19,543 円/㎡） 

4 笠間市押辺 1273 番 1 宅地 
2,979.95 

（901.43 坪） 

14,800,000 円 

（4,966 円/㎡） 

5 笠間市笠間 1598 番 10 宅地 
168.17 

（50.87 坪） 

3,200,000 円 

（19,028 円/㎡） 

6 笠間市箱田 1068 番 3 宅地 
399.07 

（120.71 坪） 

4,300,000 円 

（10,775 円/㎡） 
 
※物件はすべて、現状のまま落札者に払い下げます。 

※入札は、物件番号順に行います。 

入札日 2 月 2 日（水）午後 2時から 受付：午後 1時 30 分～1時 50 分 

会場 笠間市役所 3 階会議室 

問 管財課（内線 561・562）担当：太田・塩田 

    ⑦「茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」の策定について     

救急搬送において、搬送先医療機関が速やかに決まらない事案があることから、平成 21 年 10

月に「改正消防法」が施行され、都道府県は、「傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準」を

策定することとされました。 

この基準は、救急隊が入院を必要とする傷病者を速やかに医療機関に搬送できるようにするた

めのもので、救急隊や医療機関が運用する基準です。 

茨城県では、医療機関や消防本部などで構成する「茨城県救急業務高度化推進協議会」での検

討結果を踏まえて、16 の症状に対応できる医療機関のリストや救急隊が傷病者を観察するための

観察票等の基準を昨年 11 月 19 日に策定し、今年 1 月から試行、4 月より本格運用することとし

ています。 

なお、詳細については、茨城県生活環境部消防防災課ホームページをご覧ください。 

問 茨城県生活環境部消防防災課ホームページ 

  http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/seikan/shobo/shobo.htm 

   笠間市消防本部警防課 ℡ 0296-73-0119 

 

 

受付期間 1 月 14 日（金）～1 月 28 日（金） 

選考日 2 月 9 日（水） 

選考会場 茨城県水戸合同庁舎 

職種 小中学校事務 

採用予定人員 1 名程度 

選考を受けることができる資格 

  自力により通勤でき、かつ、介護者なし

に事務職としての職務の遂行が可能な方

で、次の要件を満たす方 

 (1)昭和 55年 4月 2日から平成 5年 4月 1 

   日までに生まれた方 

 (2)身体障害者手帳の交付を受け、その障 

   害の程度が 1 級から 6 級までの方 

 (3)通常の勤務時間（原則として週 38 時間 

   45分、1日7時間45分）に対応できる方 

 (4)活字印刷文（文字の大きさは 10 ポイン 

   ト）による出題に対応できる方 

 (5)茨城県内に住所を有する方（在学また 

   は訓練所入所のため一時県外に居住し 

   ている方で、家族が県内に住所を有す 

   る方を含む） 

※1月 28日（金）まで案内・申込書を配布し

ています。詳細はお問い合わせください。 

申・問 茨城県人事委員会事務局 

    総務課任用担当 ℡ 029-301-5549 

 

 

 茨城県中小企業団体中央会は、独立開業、

店舗拡大、多店舗出店を目指す出店希望者

が、県内の商店街の空き店舗（貸し店舗）物

件やイベント活動などを聞ける『合同面談

会』を開催します。商店街関係者との面談ブ

ース以外にも、金融機関や中小企業診断士に

よる相談ブースを設けます。 

興味のある方はどなたでも参加できます

ので、この機会をぜひご利用ください。 

日時 2 月 6 日（日） 

午後 1時 30 分～4 時 30 分 

場所 ホテルレイクビュー水戸（水戸駅南口）

内容 第 1 部：商店街紹介 

第 2 部：出店希望者と商店街の面談 

参加料 無料 

商店街 水戸市、ひたちなか市、大洗町、笠

間市、石岡市、土浦市、つくば市、

龍ヶ崎市、筑西市、結城市、鉾田市、

鹿嶋市の商店街 

問 茨城県中小企業団体中央会空き店舗対

策支援室 

℡ 029-233-0131／FAX 029-233-0245 

いばらき商店街ポータルサイト 

http://www.ibawaku.com/ 

 

   ⑭特設無料人権相談所を開設    

毎日の暮らしの中で起こるさまざまな人

権に関わる困りごとについては、一人で悩ま

ず、お気軽にご相談ください。 

開設日 2 月 1 日(火) 

会場 市民センターいわま 2 階会議室 

開設時間 午前 10 時～午後 3 時 

相談内容 

☆いじめ・体罰、地域・女性・外国人などの

差別問題 

☆家庭内（夫婦・親子・相続など）の問題 

☆金銭貸借、借地借家、近隣のもめごとなど 

相談員 人権擁護委員・法務局職員 

問 水戸地方法務局 ℡ 029-227-9919 

 

 

 

この作品展は、笠間市文化連盟が下記の 2

回実施をした「写生と撮影の会」に参加され

た会員と一般の方々の作品展です。どうぞ、

お楽しみください。 

・両 神
りょうかみ

花しょうぶ園（埼玉県秩父郡小鹿野
お が の

町）

 平成 22 年 6 月 14 日実施 

・巾着田
きんちゃくだ

曼珠沙華公園（埼玉県日高
ひ だ か

市）  

平成 22 年 9 月 24 日実施 

会期 1 月 30 日（日）～2 月 6 日（日） 

午前 8時 30 分～午後 5 時 30 分 

（最終日は、午後 4時終了） 

会場 笠間公民館 展示室 

部門 写真・日本画・洋画・その他 

問 笠間公民館 ℡ 0296-72-2100 

 

⑬身体障害者を対象とした市町村立小 

中学校職員採用選考の実施について 

⑮出店希望者と商店街の出会いの場 

「合同面談会」を開催します！

⑯笠間市文化連盟「写生と撮影の会」

作品展を開催


